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定期監査の結果について 

 

 

地方自治法第 199 条第 4 項の規定に基づき、定期監査を実施したので、同条第 9 項

によりその結果を提出し、かつ、公表する。 

 

記 

 

1. 監査の対象  産業建設部 土木課 

 

① 監 査 の 期 間   令和 4年 12月  1日から 

令和 4年 12月 28日まで 

 

② 日 程 及 び 実 施 場 所 

概 要 聴 取   令和 4年 11月 25日（監査委員事務局） 

工 事 検 査   令和 4年 12月 14日 

・災害応急工事（永満寺） 

・小野牟田野添線道路新設工事(その 3) （感田） 

・山部 23号線排水管渠築造工事(その 2)2工区（山部） 

備 品 検 査   令和 4年 12月 20日（土木課執務室・44会議室） 

監 査 講 評   令和 5年  1月 13日（監査委員事務局） 

 

 

2. 監査の方法 

今回の定期監査は、令和 4年度(令和 4年 10月末日現在)における土木課の所管に係

る財務事務等を対象に関係資料の提出を求め、職員から説明を聴取し実施した。 

 

3. 監査の着眼点 

① 前回の指摘・注意助言事項の検討・改善が行われているか。 



② 予算執行、収入、支出及び財産の管理等の事務は適切かつ効率的に行われてい

るか。 

③ 事務事業の執行にあたっては、住民の福祉の増進、市民負担の軽減、市民サー

ビスの向上に努めているか。 

④ 事務事業の執行が法令、条例、規則、予算及び議決等に基づきなされているか。 

⑤ 文書の処理方法、諸帳簿の記帳整理は適正に行われているか。 

⑥ リスク管理（チェック体制）の整理は適切に行われているか。また、その体制

は有効に運用されているか。 

⑦ 現金の管理は適切になされているか。 

⑧ その他特に必要な事項 

 

4. 監査の結果 

指摘事項 

 

道路緊急工事等、文書管理システムにおいて複数の同一件名が見受けられた。番号や

期間を付して処理するなど、件名が容易に識別できるように検討されたい。文書管理シ

ステムから出力した送付票の添付を必要とする紙文書がある場合は、文書管理事務マニ

ュアルの紙添付情報の登録方法等を参考にされたい。 
財務システムで処理された伝票については、紙の事績としての保管を最小限にするな

ど、ＤＸ推進を考慮しコピー用紙の削減にも配慮されたい。 

「随意契約理由書・契約締結伺」を使用する場合には、適正な事務処理を行うととも

に、財務事務の執行と併せて、法令、条例、規則に基づき万全を期されるように望むも

のである。 

 

指摘項目 指摘の内容 指摘の根拠 監査委員意見 

契約事務につ
いて 

災害応急工事の随意契
約において、契約保証金免
除の条件（直方市契約規則
第22条第1項第2号）に
該当することが確認でき
る履行確認書等の写しが
添付されていない。 

300 万円を超える修繕
工事には、契約保証金の
内容が記載された約款
を使用することとされ
ているが、本契約書の
約款にはその記載がな
い。 

また、本災害応急工事の
随意契約理由を、直方市公
共工事における随意契約
のガイドライン第 3 条
4-(3)-②とされている
が、理由とされた工事の工
期とは重複していない。 

直方市契約規則第 22条第 1項第
2号 
・・・その者が過去 2ケ年の

間に国又は地方公共団体と種
類及び規模をほぼ同じくする
契約を数回以上にわたって締
結し、これらを全て誠実に履行
し、かつ契約を履行しないこと
となるおそれがないと認めら
れるとき。 

直方市公共工事における随意契約
のガイドライン第3条4-(3)-② 
4. 競争入札に付することが不

利と認められる場合  
(3)他の発注者の発注に係る現

に施工中の工事と交錯する箇所で
の工事で、当該施工中の者に施工
させた場合には、工期の短縮、経
費の節減に加え、工事の安全・円
滑かつ適切な施工を確保するうえ
で有利と認められるとき 

② 他の発注者に係る工事と一
部重複、錯綜する工事 

災害応急工事を行う場合
には、予算措置状況、地
方自治法施行令第167条
の 2第 1項各号、直方市
契約規則、直方市公共工
事における随意契約のガ
イドラインの規定にそっ
た適正な契約事務をされ
たい。 


